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化学物質の総合的評価のさらなる高度化・迅速化
世の中ですでに生産され、使用されている化学物質の数は膨大だが、安全性の点検が行われ

たものはそのごく一部である。このため、数万種にも上る化学物質の安全性点検の推進を効率的
に実施するための評価手法の高度化・迅速化が求められている。

また、改正化審法の成立過程においても、未だ評価されていない約２万の化学物質の安全性
評価を急ぐべきとの考えが示されている。

これらの課題を解決するため、構造活性相関やカテゴリーアプローチ等の手法の精度を高め、
実用化を目指す。

新規素材による健康影響の評価方法研究の推進

ナノマテリアルの安全対策については、我が国を含めた先進各国が積極的に取り組んで

いる。しかしながら、その評価手法の開発は緒に就いたばかりであり、さらなる研究の推進が

必要。

平成22年度化学物質リスク研究事業の方向性

指定型・若手育成型研究課題の設定
OECDテストガイドラインプログラムへの貢献（ガイドラインの策定）につながるような研究分

野等について、目標の確実な達成を目指し、指定型の研究課題を導入。

若手研究者の参入促進、新しい技術の取り込み、政策立案の継続性担保を目標とした若手
育成型研究課題を導入。

 
 

 

 

（13）健康安全・危機管理対策総合研究  

 
分野名   Ⅳ.健康安全確保総合研究 

事業名       健康安全・危機管理対策総合研究 

主管部局（課室）  健康局総務課地域保健室 

運営体制      
大臣官房厚生科学課健康危機管理対策室、健康局生活衛生課なら

びに水道課と調整し事業を運営 

 

関連する「第 3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標） 

理念   理念３ 健康と安全を守る 

大目標  目標６ 安全が誇りとなる国 

中目標  (11)  国土と社会の安全確保 
 

１．事業の概要 
(1)第 3 期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係 

重要な研究開発課題 

（ライフサイエンス分野） 

・テロリズムを含む健康危機管理への対応に関する研究開発 

・医薬品・医療機器、組み換え微生物、生活・労働環境のリスク

評価等の研究開発 

（環境分野） 

・国際的に普及可能で適正な先端水処理技術 

研究開発目標    

（ライフサイエンス分野） 

・2010 年までに、ＮＢＣテロ・災害への対応体制運用の強化や効

率化、除染・防護技術の改善、対策資材の開発や備蓄の効率化
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等、対策の強化や効率化に資する基盤技術やオペレーション手

法の開発にかかる研究体制整備を実現する。 

・2010 年までに、地域における健康危機管理体制の評価指針等を

確立する。 

・2010 年までに、シックハウス症候群の治療の普及に役立つ優れ

た手引きを作成する。 

・2010年までに、異臭味被害や水質事故を解消するため、既存対

策に加えて導入可能な汚染物の監視や浄水技術、水源から給水

栓に至るまでのリスク低減方策を開発する。 

（環境分野） 

・2010年度までに、水道の異臭味被害の原因物質を把握するとと

もに、多様な原水に対応するために必要な浄水技術を開発す

る。また、水質事故防止のための汚染源等に関する情報管理手

法を開発する。 

成果目標      

・2015 年頃までに、国内外の健康危機管理に関する対策知見や基

盤技術情報がＮＢＣテロ・災害への対応を含む健康危機管理体

制に適切に反映できる体制を整備する。 

・2010 年頃までに、地域における健康危機管理体制の評価指針等

を確立し、事態発生に対する体制整備を図る。 

・2009年までに水道の異臭味被害率を半減し、2014年頃までに異

臭味被害や水質事故をできるだけ早期に解消する。 

 

戦略重点科学技術の該

当部分 

－ 

「研究開発内容」のう

ち、本事業との整合部分 

－ 

推進方策 － 

 

(2) 社会還元加速プロジェクトとの関係（該当部分）：該当なし 

 

(3)健康長寿社会の実現との関係（該当部分）：該当なし 

 

(4)革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし 

 

(5)科学技術外交との関係（該当部分）：該当なし 

 

(6)その他 

・低炭素社会の実現との関係：該当なし 

・科学技術による地域活性化戦略との関係：該当なし 

 

(7)事業の内容（新規・一部新規・継続） 

近年、大規模な自然災害、新型インフルエンザ等の未知の感染症の発生、テロリズム等

の国民の生命・健康の安全を脅かす多様化する健康危機の発生が頻発しており、国民の不

安が増大している。また、健康危機発生時においては、迅速で適切な組織的対応が求めら

れている。健康危機の発生に際し、初動体制を確保することや情報を共有し活用すること

等については、より一層の体制整備を行う必要性が指摘されている。 

これらの健康危機の発生への対策を強化するには、感染症や医薬品、食品等の個別分野

の対策だけではなく、地域や国家レベルでの研究が必要である。本研究では、地域や国家

レベルの健康危機管理に関する体制について研究を実施する。すなわち、大規模な自然災


